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事業税の「非製造業」の分割基準の設定方法は？ 

Ａ ［事業所設定］で、非製造業の場合は、「従業者数及び事務所または 
事業所数」を選択し、算定月数を入力します。寮の場合は｢0｣にします。 

「従業者数及び事務所または事業所数」 を選択した場合、 
［地方税共通情報］では、分割基準に「1」と「3」にチェックが入ります。 

非製造業の場合 製造業の場合 

  事業所設定 

事業所設定 

地方税共通情報 
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関不税理士名が切れてしまいます 

Ａ 第六号様式(東京都以外)は、縦書きになっています。法人基本情報で、 
「税理士肩書き等」「税理士名」に半角文字(半角スペヸス含む)が含まれて
いると､正しく印刷できません。全角文字を使用してください。 

  第六号様式 

東京都の場合 東京都以外の場合 第六号様式 

男がでない 
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事業所設定の住所が印刷されません 

Ａ 本店は「法人基本情報」の住所を印刷します。 

  第六号様式 

第六号様式 

本店の場合 

法人基本情報の住所 

支店の場合 

上段：事業所設定の住所 
下段：法人基本情報の住所 
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「利子割(28)」はどこから転記されますか？ 

  第六号様式 

Ａ 地方税 第九号の二様式「合計(48)」 →第六号様式「利子割額(28)」              

第九号のニ様式 

第六号様式 

「(28) 利子割額」は、[ファイル]→[事業所情報]の 
最上段に登録されている事業所(本店)の都道府県の
六号様式に転記されます。 

「(28) 利子割額」は第九号の二様式の合計額(「(48) 
合計額」) を本店の都道府県の六号様式に記載します。
（第九号の二様式は本店のみ提出します） 
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事業税の「所得金額の計算」欄に金額があるのに、 
印刷がされません 

Ａ 第六号様式の「第六号様式別表五」で所得金額の計算をする場合には、 
「第六号様式」の「所得金額の計算欄」は、空白印刷になりますが、 
印刷については選択ができます。                    

  第六号様式 

 印刷する場合には、法人基本情報-印刷設定［4］で「する」を 
 選択してください。   

第六号様式-入力画面 

法人基本情報 

金額が印刷 
されない 
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「還付請求 利子割額(75)」に「利子割額控除できなかった 
金額(30)」の金額がそのまま計上されてきます 

  第六号様式 

Ａ 法人基本情報－計算方法設定[3]の 
「六号様式 利子割還付額 均等割に充当される額の控除：控除する」にしてください。 
法人基本情報が「控除する」かつ第六号様式が「希望する」のときに、 
第六号様式「還付請求 利子割額（75）」が均等割控除後の金額になります。                     

第六号様式 法人基本情報 

第六号様式 かつ 

基本情報が「控除しない」の場合、第六号様式で
「希望する」にしても(75)＝(30) 

基本情報が「控除する」かつ第六号様式が「希望する」の場合 
(75)＝(30)－(20) 20,000-11,000 ＝9,000 

「利子割還付額の均等割への充当：希望する」のとき、(75)に控除後の額を記載するかどうかは、 
提出先の記載の手引きなどで確認してください。 
電子申告の場合は、「利子割還付額の均等割への充当：希望する」の時は、「控除する」に設定してください。 
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「確定」から「中間」へ変更すると、 
「第六号様式別表四の三」の月数も６ヵ月に変更されますか？ 

Ａ 第六号様式別表四の三の「特別区内における従たる事務所等」および「均等割額」の
月数（0以外）が設定されていると、次のタイミングで法人基本情報の「切捨月数」を 
セットします。 
◆法人基本情報で申告区分を次のように変更した場合 
  「確定」「修正確定」 →「中間」に変更した場合 ：通常6ヶ月を設定 
  「中間」「修正中間」 →「確定」に変更した場合 ：通常12ヶ月を設定  
◆翌期更新した場合（更新後デヸタの切捨月数を設定）  
  「確定」デヸタを「中間」デヸタに翌期更新した場合 ：通常6ヶ月を設定            

  第六号様式別表四の三 

第六号様式別表四の三 

法人基本情報 
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  第六号様式別表十四 

事業税で超過税率が適用される場合の計算は？ 

Ａ 超過税率を適用する場合には、第六号様式別表十四が必要です。必要かの判定は 
自動で行います。現在、資本金の額などの適用要件によって超過税率が適用される 
ことがある都道府県は、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県です。 

資本金や年所得で 
自動判定し、表示します。 

第六号様式別表十四 

第六号様式別表十四へ 
内容が連動されます。 

「超過税率：摘要あり」の場合
でも、所得金額総額がなけれ
ば、提出丌要と判定されます。 

超過税率 

第六号様式別表十四は、プレビュヸ表示のみ。
入力画面は、第六号様式の下にあります。 

第六号様式 

第六号様式 

第六号様式 

提出先の都道府県名
を印字します。 

地方法人特別税 
の計算がされます。 

標準税率 
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白紙への一括印刷方法を教えてください 

Ａ 印刷メニュヸから「一括印刷」を選択します。 
タブごとに一括印刷することができます。 

[地方税設定]  
県や市ごとに印刷の 
指定ができます 

  印刷 

カラヸ印刷の 
指定ができます 
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☆ 補 足 ☆ 
東京都、大阪府へ提出する第六号様式、第七号様式、第九号の二様式などの帳票については、
当システム専用の識別コヸド（ユヸザヸID）を印字します。 

申告書印刷でよくあるお問い合わせ 

Ｑ 税務署用紙の控用紙に直接印刷できますか。 

Ａ 税務署用紙の控用紙に直接印刷することはできません。税務署用紙 
(OCR紙）に対応しているのは、別表一の1枚目と適用額明細書のみです。 
別表一の2枚目以降、及びその他明細書は、Ａ４白紙用紙に印刷して 
ください。 

Ｑ 東京都のＯＣＲ用紙に直接印刷できますか？ 

Ａ 直接印刷には対応していませんが、東京都の場合、識別コヸドを印刷 
しますので、白紙印刷した「提出用」をそのまま提出することができます。 

  印刷 

第六号様式 

大阪の場合、統一様式に識別コヸドを印刷するとOCR読み取りが可能なため、第六号様式と第七号様式は、
統一様式に印字し、その他は東京都様式と同様となります。 
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第九号の二様式 入力用が印刷されません 

Ａ 本店が東京都、または大阪府の場合は、入力用は印刷されません。 

  東京都と大阪府はOCR読み取りに対応しているため、入力用は必要ありません。 

  印刷 

本店が東京都か大阪府の場合は、 
入力用は印刷されません。 

印刷する帳票の設定で、 
「入力用」にチェックを入れてもヷヷヷ 

「提出用」と｢控用」のみ印刷されます。 


